清掃業務委託契約書

本契約は、委託者が管理する施設等の清掃業務を受託者に委託し、受託者がこれを請け負うことに関し、当事者間の権利義務を明確にするため、以下のとおり締結する。

第1条（目的）
委託者は、自らが所有または管理する施設の清掃業務（以下「本業務」という。）を受託者に委託し、受託者はこれを請け負って誠実に遂行することを目的とする。

第2条（業務の内容）
1. 本業務の対象施設、範囲、頻度および作業方法は、別紙「業務仕様書」に定めるとおりとする。
2. 受託者は、委託者の指示および仕様書に従い、衛生管理基準・安全基準を遵守して業務を遂行しなければならない。
3. 業務範囲外の作業を追加で行う場合は、事前に委託者の書面承諾を得るものとする。

第3条（業務期間）
1. 本契約の有効期間は、令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までとする。
2. 期間満了の1か月前までにいずれかの当事者から書面による解約申出がない場合、本契約は同一条件で1年間自動更新されるものとする。

第4条（委託料および支払方法）
1. 委託料の総額は、月額〇円（税込）とする。
2. 委託者は、毎月末日締め、翌月〇日までに、受託者指定の銀行口座に振込送金により支払うものとする。
3. 振込手数料は委託者の負担とする。
4. 受託者が本業務を誠実に遂行しない場合、委託者はその対価の全部または一部を減額または支払を留保できる。

第5条（業務の遂行）
1. 受託者は、自己の責任と費用負担において、清掃用具・資材・人員を準備し、業務を遂行する。
2. 受託者は、業務従事者に対し、衛生教育および安全教育を行い、事故防止に努めるものとする。
3. 受託者は、作業中に施設または備品を破損した場合、自己の責任と費用で原状回復または損害賠償を行う。
4. 委託者は、業務の状況を確認するため、必要に応じて立会いや点検を行うことができる。

第6条（再委託の禁止）
受託者は、本業務の全部または一部を第三者に再委託してはならない。ただし、委託者の事前書面承諾を得た場合はこの限りでない。

第7条（秘密保持）
受託者は、業務の遂行に関連して知り得た委託者の営業上・技術上・個人情報その他一切の秘密を、第三者に漏えいまたは目的外に使用してはならない。この義務は契約終了後も存続する。

第8条（損害賠償）
受託者が本契約に違反し、委託者または第三者に損害を与えた場合、受託者はこれを賠償しなければならない。
ただし、天災地変その他不可抗力による損害についてはこの限りでない。

第9条（保険加入）
受託者は、作業中の事故・損害に備え、必要に応じて労働災害保険および賠償責任保険等に加入するものとし、その証明書を委託者の求めに応じて提示する。

第10条（契約の解除）
1. 委託者または受託者のいずれかが本契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず是正されない場合、相手方は本契約を解除できる。
2. 受託者に以下の事由が生じた場合、委託者は催告を要せずして契約を解除できる。
　① 支払停止または破産・民事再生手続の開始申立てがあったとき
　② 業務の遂行が著しく不適切であると認められたとき
　③ 社会的信用を失墜させる行為をしたとき

第11条（不可抗力）
地震、火災、感染症、法令改正、行政指導その他不可抗力により本契約の履行が困難となった場合、当該当事者はその責を負わない。ただし、可能な限り相手方に速やかに通知するものとする。

第12条（契約期間満了後の対応）
契約終了時には、受託者は施設内の清掃用具・資材を撤去し、施設を原状に復して引き渡すものとする。

第13条（権利義務の譲渡禁止）
受託者は、本契約上の地位または権利義務を、委託者の書面承諾なく第三者に譲渡または担保に供してはならない。

第14条（紛争解決）
1. 本契約に関して紛争が生じた場合、当事者は誠意をもって協議し、円満に解決を図る。
2. 協議により解決しない場合は、委託者の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第15条（契約書の作成）
本契約締結の証として、本書2通を作成し、委託者および受託者が記名押印のうえ、各自1通を保有する。

令和　年　月　日

委託者　住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
名称（氏名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（印）

受託者　住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
名称（氏名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（印）

